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○釧路市大規模運動公園体育施設条例  

平成１７年１０月１１日  

釧路市条例第２６６号  

（設置）  

第１条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、釧路市大

規模運動公園体育施設（以下「体育施設」という。）を設置する。  

（名称及び位置）  

第２条 体育施設の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。  

（使用承認）  

第３条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ釧路市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）の承認を受けなければならない。  

２  教育委員会は、体育施設の管理運営上必要があると認めたときは、その

使用について条件を付すことができる。  

（使用の制限）  

第４条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の

使用を承認しない。  

（１） 公益を害するおそれがあると認められるとき。  

（２） 体育施設の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められ

るとき。  

（３） 管理上支障があると認められるとき。  

（４） その他教育委員会が必要と認めたとき。  

（使用料）  

第５条 体育施設の使用料は、別表第２のとおりとする。この場合におい

て、使用料算定の基礎となる単位の区分等については、同表に定めるもの

を除き、教育委員会規則で定める。  

２  前項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。

ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでな

い。  
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３  教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免するこ

とができる。  

（使用料の不還付）  

第６条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合には、その全部又は一部を還付することができる。  

（１） 使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）の責めに帰さ

ない理由により使用できないとき。  

（２） 使用者が、使用開始３日前までに使用承認の取消しを申し出て、

特別の理由があると認められるとき。  

（３） その他教育委員会において特別の理由があると認めたとき。  

（転貸等の禁止）  

第７条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。  

（特別設備の承認）  

第８条 使用者は、使用に当たり特別の設備をしようとする場合には、あら

かじめ教育委員会の承認を受けなければならない。  

（使用承認の取消し等）  

第９条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の承

認を取り消し、又は停止することができる。  

（１） 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。  

（２） 使用の目的以外に使用したとき。  

（３） 使用承認の条件に違反したとき。  

（４） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

（５） 公益上その他教育委員会が必要と認めたとき。  

（原状回復の義務）  

第１０条  使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたと

き、若しくはその使用承認を取り消されたときは、直ちに使用の場所を原

状に回復しなければならない。  

２  教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行



3/11 

し、それに要した費用を使用者から徴収する。  

（賠償責任）  

第１１条  使用者は、建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、

その損害を賠償しなければならない。  

（委任）  

第１２条  この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市大規模運動公園体育

施設条例（昭和５８年釧路市条例第２３号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものと

みなす。  

附  則（平成１９年３月２２日条例第１０号）  

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２２年６月１８日条例第３５号）  

この条例は、平成２２年９月１日から施行する。  

附  則（平成２３年３月１８日条例第１号）抄  

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年３月２０日条例第４号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

（使用料等の改定に係る経過措置）  

４  この条例（第１条、第９条、第１２条から第１５条まで、第１８条、第

１９条、第２１条から第２５条まで、第２８条、第２９条、第３１条、第

３２条、第３６条、第４４条、第５４条、第５７条、第６０条、第６４条

及び第６８条を除く。）による改正後のそれぞれの条例の規定（第２項第
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４号から第６号までに規定する規定を除く。）は、施行日以後の使用、占

用、入場、観覧、採取等（以下「使用等」という。）に係る使用料等であ

って、施行日以後に支払を受けるべきもの（施行日前に発行した納入通知

書に係るものを除く。）について適用し、施行日前の使用等に係る使用料

等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した

納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。  

（規則への委任）  

８  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置

は、規則で定める。  

附  則（平成２７年１２月１２日条例第４７号）  

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（平成２９年６月２３日条例第２７号）  

この条例は、平成２９年７月２２日から施行する。  

附  則（平成３１年３月２２日条例第８号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（使用料等の改定に係る経過措置）  

５  この条例（第１条、第９条、第１２条から第１６条まで、第２１条、第

２３条から第２６条まで、第２９条、第３０条、第３２条から第３４条ま

で、第３７条、第４０条、第４５条、第５７条、第６０条、第６３条、第

６７条及び第７１条を除く。）による改正後のそれぞれの条例の規定（第

２項第３号から第５号までに規定する規定を除く。）は、施行日以後の使

用、占用、入場、観覧、採取、入港等（以下「使用等」という。）に係る

使用料等（第９項に規定する使用料等を除く。）であって、施行日以後に

支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等

又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例によ

る。  

（規則への委任）  
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１０  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。  

附  則（令和元年６月２８日条例第２号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

別表第１（第２条関係）  

名称  位置  

釧路市民球場  釧路市広里６番地  

釧路市民球場附属球場  釧路市広里６番地  

釧路市民テニスコート  釧路市広里１９番地  

釧路市民サッカー場  釧路市広里６番地  

釧路市民陸上競技場  釧路市広里１３番地  

釧路市民陸上競技場附属競技場  釧路市広里１３番地  

釧路市民ゲートボール場  釧路市広里１９番地  

釧路市民ソフトボール場  釧路市広里２１番地  

別表第２（第５条関係）  

（１） 釧路市民球場  

ア  球場  

区分  単位  使用料  

入場料無料  入場料有料  

職業  １日につき  ３４，７９０

円  

入場料総額の１２％に相当する額

（その額に１０円未満の端数があ

る場合には、その端数を切り捨て

た額）  

半日につき  ２０，８８０

円  

入場料総額の７％に相当する額

（その額に１０円未満の端数があ

る場合には、その端数を切り捨て

た額）  
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１時間につき  ５，２９０円   

一般  １日につき  １６，７００

円  

最高入場料の１１５人分に相当す

る額  

半日につき  ９，７５０円  最高入場料の６９人分に相当する

額  

１時間につき  ２，５１０円   

大学生  

高校生  

中学生  

小学生  

１日につき  ８，３５０円  最高入場料の６９人分に相当する

額  

半日につき  ４，８７０円  最高入場料の４０人分に相当する

額  

１時間につき  １，２３０円   

備考  入場料有料の場合において、その使用料の額が、入場料無料の欄の

額より少額であるときは、入場料無料の欄の額を適用する。  

イ  球場（グラウンドの外野部分のみを使用する場合）  

区分  単位  使用料  

営利目的  １日につき  ２５，０６０円  

半日につき  １４，６１０円  

１時間につき  ３，７６０円  

非営利目的  一般  １日につき  ８，３５０円  

半日につき  ４，８７０円  

１時間につき  １，２５０円  

大学生以下  １日につき  ４，１８０円  

半日につき  ２，４３０円  

１時間につき  ６１０円  

ウ  屋内練習場  

区分  単位  使用料  

個人  職業  １人１時間につき  ４８０円  
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（１面）  一般  １人１時間につき  ２４０円  

大学生  

高校生  

中学生  

小学生  

１人１時間につき  １２０円  

貸切  

（全面）  

職業  １時間につき  ４，８２０円  

一般  １時間につき  ２，４１０円  

大学生  

高校生  

中学生  

小学生  

１時間につき  １，２００円  

備考  打撃練習の使用に必要な面数は、その使用形態に応じ、教育委員会

が別に定める。  

（２） 釧路市民球場附属球場  

区分  単位  使用料  

一般  １日につき  ４，１８０円  

半日につき  ２，５１０円  

１時間につき  ６３０円  

大学生  

高校生  

中学生  

小学生  

１日につき  ２，０９０円  

半日につき  １，２３０円  

１時間につき  ３５０円  

夜間照明  ３０分につき  ９７０円  

（３） 釧路市民テニスコート  

区分  単位  使用料  

個人  一般  １人１時間につき  ２８０円  

大学生以下  １２０円  
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専用  一般  １面１時間につき  １，１１０円  

大学生以下  ５６０円  

夜間照明  １面１時間につき  ５６０円  

（４） 釧路市民サッカー場  

区分  単位  使用料  

一般  １日につき  ４，１８０円  

半日につき  ２，５１０円  

１時間につき  ６３０円  

大学生  

高校生  

中学生  

小学生  

１日につき  ２，０９０円  

半日につき  １，２３０円  

１時間につき  ３５０円  

（５） 釧路市民陸上競技場  

次の表の区分の欄中※印を付した使用については、回数券（１１回

券）を発行するものとする。この場合において、回数券の額は１回の使

用料の額に１０を乗じて得た額とする。  

区分  単位  使用料  

入場料無料  入場料有料  

競技

場  

貸切  一般  １日につき  １６，７００

円  

最高入場料の１１５人

分に相当する額  

半日につき  ９，７５０円  最高入場料の６９人分

に相当する額  

１時間につき  ２，５１０円  最高入場料の１７人分

に相当する額  

大学生以下  １日につき  ８，３５０円  最高入場料の６９人分

に相当する額  

半日につき  ４，８７０円  最高入場料の４０人分
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に相当する額  

１時間につき  １，２３０円  最高入場料の１２人分

に相当する額  

夜間照明  ３０分につき  ８３０円  ８３０円  

※個

人  

一般  １回につき  １３０円   

大学生  

高校生  

１回につき  １００円   

中学生  

小学生  

１回につき  ６０円   

夜間照明  各区分の１回当たりの使用料の５０％に相当する額

（その額に１０円未満の端数がある場合には、その端

数を切り捨てた額）  

室内

走路  

貸切  一般  １日につき  ４，１８０円   

半日につき  ２，５１０円  

１時間につき  ６３０円  

大学生以下  １日につき  ２，０９０円   

半日につき  １，２３０円  

１時間につき  ３５０円  

個人  競技場の個人使用と同額とする。   

備考  

１  入場料有料の場合において、その使用料の額が、入場料無料の欄の

額より少額であるときは、入場料無料の欄の額を適用する。  

２  個人使用の場合には、競技場又は室内走路いずれかの使用料をもっ

て、両施設を使用することができる。  

３  暖房を必要とする場合には、教育委員会が定める暖房料を加算す

る。  

（６） 釧路市民陸上競技場附属競技場  
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区分  単位  使用料  

貸切  一般  １日につき  ４，１８０円  

半日につき  ２，５１０円  

１時間につき  ６３０円  

大学生以下  １日につき  ２，０９０円  

半日につき  １，２３０円  

１時間につき  ３５０円  

個人  無料  

（７） 釧路市民ゲートボール場  

無料  

（８） 釧路市民ソフトボール場  

区分  単位  使用料  

一般  １面  １日につき  ４，１８０円  

半日につき  ２，５１０円  

１時間につき  ６３０円  

大学生以下  １面  １日につき  ２，０９０円  

半日につき  １，２３０円  

１時間につき  ３５０円  

（９） 附属施設及び附属器具  

区分  単位  使用料  

入場料無料  入場料有料  

会議室  １日につき  ２，５１０円  ５，０１０円  

半日につき  １，２３０円  ２，５１０円  

その他の室  １日につき  １，２３０円  ２，５１０円  

半日につき  ６３０円  １，２３０円  

拡声器（マイクロフォン１本

付き）  

１日につき  ４，１８０円  ８，３５０円  

半日につき  ２，０９０円  ４，１８０円  
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マイクロフォン１本増すごと

に  

１日につき  １，０４０円  ２，０９０円  

半日につき  ５１０円  １，０５０円  

ワイヤレスマイクロフォン一

式  

１日につき  ２，０９０円  ４，１８０円  

半日につき  １，０４０円  ２，０９０円  

釧路市民球場スコアボード  １日につき  ３，８５０円  ７，７００円  

半日につき  ２，２００円  ４，４００円  

１時間につき  ５５０円  １，１００円  

備考  暖房を必要とする場合には、教育委員会が定める暖房料を加算す

る。  

 


